
第５号様式 

平成２１年 ３月１７日 

 

回 答 書 

「平成２１年度県立公園空調機運転保守業務」 

 

財団法人神奈川県公園協会理事長  

 

 

質問事項 回  答 

１．管理範囲は、相模原公園施設ですか、か

ながわグリーンハウスですか。 

 

２．業務範囲は、グリーンハウスの空調設備

保守でいいのでしょうか。 

 

 

３．かながわグリーンハウスとカルバート範

囲部分がわかる資料がないのですがいただけ

ないでしょうか。 

 

４．日常運転業務６、ダンパー開閉操作調整

の作業内容が不明ですが、詳細を教えてくだ

さい。（運転・保守業務仕様書・記載空調機

の運転状況及び各室の巡回点検、温・湿度・

ダンパー開閉操作調整） 

 

５．日常運転業務８の特記事項は、別途定め

るとなっていますが、別途の記載がないの

で、詳細を教えて欲しい。 

 

 

６．運転・保守業務仕様書の保守管理業務と

グリーンハウス空調設備保守業務作業日報の

保守業務予定表の実施回数が違っているので

すが、どちらが正しいのですか。 

 

 

１．公募型入札添付資料特記仕様書記載内容

のとおりです。 
 

２．公募型入札添付資料特記仕様書記載内容

の通りです。別紙「運転・保守業務仕様書」

に掲げる内容 

 
３．範囲部分は、相模原市南清掃工場から熱

源供給施設です。別紙「運転・保守業務仕様

書」、別紙１・別紙２のとおりです。 
 
４．日常空調運転業務で自動化されていない

部分の設備については、状況に応じて手動で

操作を行うことが保守管理業務範囲です。 
 
 
 
５．冷房、暖房時期に暑い、寒いの問題があ

り、現地に設置されている、温湿度機器の設

定変更をされていなくて問題が、発生してい

るので、その都度調整をして頂きます。 
  
６．運転・保守業務仕様書のとおりです。 
 
 
 

 

 



７．カルバートの点検・清掃の回数は、１回/

月ですか、１回/日ですか。 

 

８．保守管理業務の９と１０の作業は、実施

日にすべての設置台数を作業実施するのです

か、それとも年間計画に依る作業台数の調整

が可能ですか。 

 

９．保守管理業務の１３の機能点検とは、分

解・取り外しにする作動試験・機能調整です

か。 

 

１０．カルバートの点検項目及びチェック内

容は、すべてチェックする必要があるのです

か。 

 

１１．給排水設備の点検範囲を教えてくださ

い。又目視できない部分の点検時期方法は別

途指示となっているのですが、別途記載がな

いようですが、詳細を教えてください。 

 

１２．夜間の緊急対応の場合は、別

途費用が出るのですか。 

 

 

７．運転・保守業務仕様書のとおりです。 

 

 

８．可能です。 

 

 

 

 

９．分解・取り外しを含まない作動試験・機

能試験です。 

 

 

１０．特記仕様書記載の通り、カルバート内

点検項目及びチェック内容・別紙１、２によ

ります。 

 

１１．点検範囲は、特記仕様書、別紙－３給

排水設備点検表の範囲です。状況により別途

協議となります。 

 

 

１２．夜間対応については、別途協議となり

ます。 

 


